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平成３１年３月市議会定例会議案目録（その２） 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第１０号 平成３１年度木更津市一般会計予算 財 務 部 別冊 

議案第１１号 平成３１年度木更津市国民健康保険特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第１２号 平成３１年度木更津市後期高齢者医療特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第１３号 平成３１年度木更津市介護保険特別会計予算 福 祉 部 別冊 

議案第１４号 平成３１年度木更津市公設地方卸売市場特別会計予算 経 済 部 別冊 

議案第１５号 平成３１年度木更津市公共下水道事業特別会計予算 都市整備部 別冊 

議案第１６号 
君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について 
総 務 部 １ 

議案第１７号 木更津市職員倫理条例の制定について 総 務 部 ４ 

議案第１８号 
第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選

定委員会設置条例の制定について 
環 境 部 ８ 

議案第１９号 木更津市森林環境整備基金条例の制定について 経 済 部 １０ 

議案第２０号 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
総 務 部 １２ 

議案第２１号 
木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例

の制定について 
総 務 部 １３ 

議案第２２号 
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
総 務 部 １５ 

議案第２３号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 １７ 



 

議案第２４号 
木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
総 務 部 １９ 

議案第２５号 
木更津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
総 務 部 ２０ 

議案第２６号 
木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 ２１ 

議案第２７号 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等

に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

財 務 部 ２２ 

議案第２８号 
木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 
財 務 部 ２５ 

議案第２９号 
木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
環 境 部 ３４ 

議案第３０号 
木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例

の制定について 
経 済 部 ３５ 

議案第３１号 
木更津市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
都市整備部 ３６ 

議案第３２号 
木更津市地域汚水処理場条例の一部を改正する条例の

制定について 
都市整備部 ３８ 

議案第３３号 
木更津市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
都市整備部 ４０ 

議案第３４号 
木更津市地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
都市整備部 ４２ 

議案第３５号 
木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
消 防 本 部 ４４ 

議案第３６号 
木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正

する条例の制定について 
教 育 部 ４５ 

議案第３７号 
木更津市立市民学習会館等の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 
教 育 部 ４７ 

議案第３８号 権利（債権）の放棄について 水 道 部 ４８ 

議案第３９号 業務委託変更契約の締結について 都市整備部 ４９ 



 

議案第４０号 業務委託変更契約の締結について 都市整備部 ５０ 

議案第４１号 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房

総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の制定

に関する協議について 

環 境 部 ５１ 

議案第４２号 

木更津市とかずさ水道広域連合企業団との間における

下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等に関す

る事務の委託に関する協議について 

都市整備部 ５５ 

議案第４３号 君津広域水道企業団の解散に関する協議について 企 画 部 ５８ 

議案第４４号 
君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協

議について 
企 画 部 ５９ 

 



議案第１６号 

君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

君津地域水道事業の統合広域化に伴う関係条例の整理に関する条例 

（市の区域外住民に対する水道事業給水条例等の廃止） 

第１条 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 市の区域外住民に対する水道事業給水条例（昭和３８年木更津市条例第３７号）

⑵ 木更津市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年木更津市条例第３８号）

⑶ 木更津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年木更津市条例第９号）

⑷ 木更津市水道事業給水条例（平成９年木更津市条例第２６号）

⑸ 木更津市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定

める条例（平成２４年木更津市条例第４０号） 

（木更津市証紙条例の一部改正） 

第２条 木更津市証紙条例（昭和３９年木更津市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号を削る。 

（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和４０年木更津市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「、失職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項第１号

に該当して地方自治法第１４３条第１項、第１６４条第２項、第１６８条第７項若しくは第２

０１条の規定による失職及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の２第２項

第１号に該当して同条第１０項の規定による失職。第３項において同じ。）」を削り、同条第

３項中「、失職」を削る。 

（木更津市行政手続条例の一部改正） 

第４条 木更津市行政手続条例（平成９年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企
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業管理規程」を削る。 

（木更津市個人情報保護条例の一部改正） 

第５条 木更津市個人情報保護条例（平成１１年木更津市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第６号中「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」を削り、同条第８号中 

「、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程」を削る。 

（木更津市情報公開条例の一部改正） 

第６条 木更津市情報公開条例（平成１２年木更津市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」を削る。 

第７条第１号ア中「、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企

業管理規程」を削る。 

（木更津市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

第７条 木更津市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年木更津市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第

２８９号）第３条第４号に規定する職員をいう。以下同じ。）である派遣職員を除く。第６条

において同じ。）」を削る。 

第５条中「（企業職員である職員を除く。）」を削る。 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１３条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１４条中「（企業職員である職員を除く。以下次条までにおいて同じ。）」を削り、同条

を第１３条とし、第１５条を第１４条とし、第１６条を第１５条とする。 

（木更津市審議会等の会議の公開に関する条例の一部改正） 

第８条 木更津市審議会等の会議の公開に関する条例（平成１４年木更津市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第１号ア中「、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する管

理規程」を削る。 

（木更津市情報基本条例の一部改正） 

第９条 木更津市情報基本条例（平成１５年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１６条中「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」を削る。 
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（木更津市意見公募手続に関する条例の一部改正） 

第１０条 木更津市意見公募手続に関する条例（平成１８年木更津市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３号中「（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）」を削る。 

（木更津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正） 

第１１条 木更津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成２１年木更津

市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号を次のように改める。 

⑶ 規則等 市長その他の市の機関の規則及び地方自治法第１３８条の４第２項に規定する

規程をいう。 

第２条第４号中「、地方公営企業法第２条に基づく水道事業」を削り、「これらに」を「こ

れに」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 君津地域水道事業の統合広域化に伴い、関係条例の整理をしようとするものである。 

3



議案第１７号 

   木更津市職員倫理条例の制定について 

木更津市職員倫理条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

   木更津市職員倫理条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であ

ることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持及び公正な職務の執行に資するため必要な措置を

講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を

図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 職員 地方公務員法（昭和２６年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般職に属す

る本市の職員をいう。 

⑵ 管理職員 職員の給与に関する条例（昭和２６年木更津市条例第８号）第１２条の２第１    

 項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。 

⑶ 任命権者 地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者（同条第２項の規定により同条

第１項に規定する権限の一部を委任された者を含む。）をいう。 

 （職員の倫理行動規準） 

第３条 職員は、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持及び公正な職務の執行（以下「倫

理の保持等」という。）を図るために遵守すべき規準として、行動するものとする。 

⑴ 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚

し、市民に対し不当な差別的取扱いをせず、常に公正な職務の執行に当たること。 

⑵ 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組

織のための私的利益のために用いないこと。 

⑶ 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、贈与等を受けること等の市民
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の疑惑や不信を招くような行為をしないこと。 

⑷ 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り

組むこと。 

⑸ 職員は、自己啓発に努め、職務の執行に必要な能力の開発及び向上を図ること。 

⑹ 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識

して行動すること。 

 （禁止行為等に関する規則） 

第４条 市長は、前条に掲げる倫理行動規準を踏まえ、職員の倫理の保持等を図るため、職員の

職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職

員の遵守すべき事項（以下「禁止行為等」という。）に関する規則を定めるものとする。 

 （任命権者の責務） 

第５条 任命権者は、この条例又はこの条例に基づく規則等（以下「条例等」という。）に定め

る事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

 ⑴ 任命する職員の倫理の保持等のための体制を整備すること。 

⑵ 任命する職員の倫理の保持等に資するよう任命する職員に対する指導その他必要な措置を

講ずること。 

⑶ 任命する職員が条例等に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。 

⑷ 任命する職員が条例等に違反する行為について管理職員その他適切な機関等に報告等をし

たことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。 

 （管理職員の責務） 

第６条 管理職員は、条例等に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

 ⑴ 部下の職員からの倫理の保持等についての相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。 

 ⑵ 部下の職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの

確認に努め、その結果に基づき、部下の職員の倫理の保持等に関し、必要な指導及び助言を

行うこと。 

⑶ 条例等に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。 

 （不正な働きかけの禁止） 

第７条 何人も、職員に対し、禁止行為等に違反する行為、権限の不正な行使その他職員の倫理

の保持等を妨げる行為をするよう不正な働きかけを行ってはならない。 
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 （不正な働きかけに対する措置等） 

第８条 職員は、前条の不正な働きかけを受けたときは、遅滞なく任命権者に報告するものとす

る。 

２ 任命権者は、前項の報告の内容が規則に定める不正な働きかけに該当すると判断したときは、

必要に応じて職員の倫理の保持等に必要と認められる措置を構ずるとともに、遅滞なく当該報

告及び措置の内容を市長に報告するものとする。 

３ 市長は、前項の報告があったときは、必要に応じて次条に規定する木更津市職員倫理審査会

において審査を行うものとする。 

４ 市長は、次条第３項の報告に基づき、又は必要に応じて職員の倫理の保持等に必要と認めら

れる措置を講ずるものとする。 

 （審査会の設置等） 

第９条 職員の倫理の保持等に資するため、木更津市職員倫理審査会（以下「審査会」という。）

を設置する。 

２ 審査会の委員は、副市長、教育長、総務部長、企画部長及び財務部長の職にある者をもって

充てる。 

３ 審査会は、前条第２項の規定による任命権者からの報告及び措置の内容について審査を行い、

その結果を市長に報告するものとする。 

４ 審査会は、前項の審査に必要と認める場合は、職員その他の関係人等に対し、説明又は資料

の提出を求めることができる。 

５ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

6



提案理由 

 職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員

の職務に係る倫理の保持及び公正な職務の執行に資するため必要な措置を講ずることにより、職

務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対す

る市民の信頼を確保するため、新たに条例を制定しようとするものである。 
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議案第１８号 

第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例の制定について  

第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会設置条例 

（設置） 

第１条 市は、第２期君津地域広域廃棄物処理施設の適正な整備及び管理運営に関する事業（以

下「本事業」という。）に係る民間事業者の選定に関し必要な事項について調査審議するため、

第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は建

議する。 

⑴ 本事業の実施方針（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１７号）第５条第１項に規定する実施方針をいう。）に関する事項 

⑵ 本事業に係る民間事業者の募集に関する事項 

⑶ 本事業に係る民間事業者の選定の基準に関する事項 

⑷ 本事業に係る民間事業者の提案の審査及び民間事業者の選定に関する事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織し、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから

市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条第４号の民間事業者の選定に係る答申を市長が受け

た日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
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２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、第２期君津地域広域廃棄物処理施設建設を担当する課において処理す

る。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、第２条第４号の民間事業者の選定に係る答申を市長が受けた日限り、その効力

を失う。 

 

提案理由 

第２期君津地域広域廃棄物処理施設の適正な整備及び管理運営に関する事業に係る民間事業者

の選定に関し必要な事項について調査審議する第２期君津地域広域廃棄物処理施設整備運営事業

者選定委員会を置くため、新たに条例を制定しようとするものである。 
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議案第１９号 

木更津市森林環境整備基金条例の制定について 

木更津市森林環境整備基金条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市森林環境整備基金条例 

 （設置） 

第１条 市は、森林の間伐、森林整備の担い手の確保並びに木材利用の促進及び普及啓発等によ 

る森林環境の整備に要する経費の財源に充てるため、木更津市森林環境整備基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計の予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金

に繰り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 市長は、森林の間伐、森林整備の担い手の確保並びに木材利用の促進及び普及啓発等に

よる森林環境の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分する

ことができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

森林の間伐、森林整備の担い手の確保並びに木材利用の促進及び普及啓発等による森林環境の

整備に要する経費の財源に充てる基金を設置するため、新たに条例を制定しようとするものであ

る。 
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議案第２０号 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の給与に関する条例（昭和２６年木更津市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２中「（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３

条第４号に規定する職員を除く。）」を削る。 

 別表第２の６級の項中「、副課長」を削り、同表５級の項中「副主幹」を「課長補佐又は副主

幹」に改め、同表４級の項中「主査」を「係長又は主査」に改める。 

  附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

君津地域水道事業の統合広域化及び行政需要の変化に的確に対応した職制の見直しに伴い、関

係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２１号 

木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例 

 （木更津市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１条 木更津市道路占用料徴収条例（昭和２９年木更津市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

別表中「６４円」を「６６円」に、「３７円」を「３８円」に改める。 

 （木更津市行政財産使用料条例の一部改正） 

第２条 木更津市行政財産使用料条例（昭和４０年木更津市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項各号中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （木更津市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 木更津市民会館の設置及び管理に関する条例（昭和４４年木更津市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２ １ 舞台設備の表中「１０８円」を「１１０円」に、「６４円」を「６６円」に、 

「１６２円」を「１６５円」に、「３２円」を「３３円」に、「１，０８０円」を「１，１０

０円」に、「５４円」を「５５円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「４３２円」を「４ 

４０円」に改め、同表 ２ 照明器具の表中「６４８円」を「６６０円」に、「５４０円」を

「５５０円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「３７８円」を「３８５円」に、「１０８

円」を「１１０円」に、「１６２円」を「１６５円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」 

に、「５４円」を「５５円」に改め、同表 ３ 音響装置の表中「５４０円」を「５５０円」 

に、「３２４円」を「３３０円」に、「５９４円」を「６０５円」に、「１，０８０円」を「 

１，１００円」に、「１６２円」を「１６５円」に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、 

「２１６円」を「２２０円」に改め、同表 ４ ピアノの表中「１，６２０円」を「１，６５

０円」に改め、同表 ５ その他の表中「８６４円」を「８８０円」に、「３２円」を「３３
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円」に、「１６２円」を「１６５円」に改める。 

 （木更津市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正） 

第４条 木更津市法定外公共物の管理に関する条例（平成１４年木更津市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

別表 １ 使用料の表中「６４円」を「６６円」に、「３７円」を「３８円」に、「４，６

３０円」を「４，９４０円」に、「４５０円」を「４８０円」に、「３０円」を「３２円」に

改め、同表 ２ 生産物採取料の表中「２５０円」を「２６１円」に、「２１０円」を「２２

０円」に、「１５０円」を「１５７円」に改める。 

 （木更津市公共案内看板設置に関する条例の一部改正） 

第５条 木更津市公共案内看板設置に関する条例（平成２４年木更津市条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１中「２５，０００円」を「２５，４６０円」に改める。 

別表第２中「２０，０００円」を「２０，３７０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （使用料等の適用区分） 

２ 第２条、第３条及び第５条の規定による改正後の次に掲げる条例に規定する使用料又は利用

料金（以下この項において「使用料等」という。）の額は、この条例の施行の日以後に納付す

る使用料等について適用し、同日前に納付された使用料等については、なお従前の例による。 

 ⑴ 木更津市行政財産使用料条例第２条第１項に規定する使用料 

 ⑵ 木更津市民会館の設置及び管理に関する条例第１６条第１項に規定する利用料金 

 ⑶ 木更津市公共案内看板設置に関する条例第１０条に規定する使用料 

 

 

 

提案理由 

 消費税率及び地方消費税率の引き上げ分を負担転嫁するため、関係条例の整備をしようとする

ものである。 
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議案第２２号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表水道審議会の項及び木更津市福祉有償運送運営協議会の項を削り、同表に次のように加え

る。 

木更津市民会

館整備検討委

員会 

木更津市民会館の整

備について調査審議

し、必要な事項を市

長に答申し、又は建

議すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

る者 

３ 市の職員 

１０人以内 ２年 

木更津市庁舎

整備検討委員

会 

本市の庁舎整備基本

構想及び基本計画の

見直しについて調査

審議し、必要な事項

を市長に答申し、又

は建議すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

る者 

３ 公募 

１０人以内 ２年 

木更津市あけ

ぼの園民営化

事業者選定委

員会 

民営化する木更津市

あけぼの園の事業者

の選定について調査

審議し、必要な事項

を市長に答申し、又

は建議すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 木更津市あけぼの

園の利用者の保護者

等を代表する者 

３ 市の職員 

１０人以内 １年 

木更津市公募

対象公園施設

公募対象公園施設の

設置等予定者の選定

委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

７人以内 ２年 
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設置等予定者

選定委員会 

について調査審議し 

、必要な事項を市長

に答申し、又は建議

すること。 

 る者 

３ 市の職員 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

水道審議会及び木更津市福祉有償運送運営協議会を廃止し、木更津市民会館整備検討委員会、

木更津市庁舎整備検討委員会、木更津市あけぼの園民営化事業者選定委員会及び木更津市公募対

象公園施設設置等予定者選定委員会を設置するため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２３号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４０年木更津市条例第８

号）の一部を次のように改正する。 

別表第３火葬場整備運営事業者選定委員会委員の項の次に次のように加える。 

第２期君津地域広域廃棄物処理施設 

整備運営事業者選定委員会委員 

日 委員長             ３０，０００ 

委員              ２５，０００ 

別表第４母子保健コーディネーターの項中「９，０００」を「１０，５００」に、「４，５０

０」を「５，２５０」に改め、同表新生児・妊産婦訪問指導員の項中「２，４００」を「２，５

００」に改め、同表発達相談員の項中 

「 

日 １２，０００ 
 を 

半日 ６，０００ 

                      」 

「 

日 窓口相談・教室等業務     １６，０００ 

 に改め、同表母子・父子自立支援員 
個別相談業務         １４，０００ 

半日 窓口相談・教室等業務      ８，０００ 

個別相談業務          ７，０００ 

                     」 

の項中「母子・父子自立支援員」を「主任母子・父子自立支援員兼婦人相談員」に、「９，２０

０」を「１０，７００」に改め、同項の次に次のように加える。 
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母子・父子自立支援員兼婦人相談員 日 ９，７００ 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

母子保健コーディネーター及び新生児・妊産婦訪問指導員の報酬額を引き上げ、発達相談員の

業務別の区分を規定するとともに報酬額を引き上げ、並びに第２期君津地域広域廃棄物処理施設

整備運営事業者選定委員会委員、主任母子・父子自立支援員兼婦人相談員及び母子・父子自立支

援員兼婦人相談員を設置するため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２４号 

   木更津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 木更津市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市行政組織条例の一部を改正する条例 

 木更津市行政組織条例（昭和４６年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号に次のように加える。 

 シ 営繕に関する事項 

 第３条第９号コを削る。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

行政需要の変化に的確に対応した組織機構の改革に伴い、関係条文の整備をしようとするもの 

である。 
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議案第２５号 

木更津市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市職員定数条例の一部を改正する条例 

木更津市職員定数条例（昭和５８年木更津市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「、公営企業」を削る。 

第２条第２号中「６７８人」を「７１６人」に改め、同条中第３号を削り、第４号を第３号と

し、第５号から第８号までを１号ずつ繰り上げる。 

  附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 君津地域水道事業の統合広域化に伴い、職員の定数を変更するため、関係条文の整備をしよう

とするものである。 
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議案第２６号 

木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年木更津市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し

必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

本市の一般職の職員の超過勤務命令の上限等を定めるため、関係条文の整備をしようとするも 

のである。 
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議案第２７号 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例

の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例

（昭和３０年木更津市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動

車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例 

第１条中「特例法」を「合衆国特例法」に改め、「第４条第１項」の次に「（日本国における

国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭和２９年 

法律第１８８号。以下「国連特例法」という。）第３条第２項の規定により準用する場合を含む。）」 

を、「軽自動車税」の次に「の種別割（以下「種別割」という。）」を加え、「昭和３６年条例

第４４号」を「昭和３６年木更津市条例第４４号」に、「「条例」を「「市税条例」に、「設け

る」を「定める」に改める。 

第２条から第４条までを次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 合衆国軍隊の構成員等 合衆国特例法第２条第４項に規定する合衆国軍隊の構成員等、同

条第５項に規定する契約者及び同条第６項に規定する軍人用販売機関等をいう。 

 ⑵ 国際連合の軍隊の構成員等 国連特例法第２条第３号に規定する国際連合の軍隊の構成員、

同条第４号に規定する軍属、同条第５号に規定する家族及び同条第６号に規定する軍人用販
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売機関等をいう。 

（徴収の方法） 

第３条 合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種

別割については、市税条例第８５条の規定にかかわらず、この条例で定めるところにより証紙

徴収の方法による。 

 （証紙徴収の手続） 

第４条 前条の規定により証紙徴収の方法により徴収される種別割の納税義務者は、５月１６日

から同月末日までに、木更津市の発行する証紙を購入してその種別割を納付しなければならな

い。この場合において、種別割の納税義務は、購入した証紙に納税済印による検印を受けたと

きに完了するものとする。 

２ 前項の規定により証紙を購入して種別割を納付した者は、軽自動車等を使用する場合には、

その証紙を携帯し、徴税吏員の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

 第５条中「第２条」を「第３条」に、「軽自動車税」を「種別割」に、「条例」を「市税条例」

に改める。 

 第６条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「条例施行」を「条例の施行」に、「市長が」

を「、規則で」に改める。 

別記様式を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市アメリカ合衆国軍隊の構成員等又は国際連合の軍隊の構成

員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、平成３

２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車税

については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１３号）の施行及び国際連合の軍隊の構

成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例を定めることに伴い、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第２８号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例 

 （木更津市税条例の一部改正） 

第１条 木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第１９条各号列記以外の部分中「第６７条」の次に「、第８１条の６第１項」を加え、同条

第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項」

に改める。 

第３４条の４中「１００分の９．７」を「１００分の６」に改める。 

第８０条第１項及び第２項を次のように改める。 

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能

割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定する者を含

まないものとする。 

第８０条第３項中「第４４３条第１項」を「第４４５条第１項」に、「によつて軽自動車税」 

を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の規定にかかわらず」に、「もの」

を「軽自動車等」に改める。 

第８０条の２を削る。 

第８１条を次のように改める。 

（軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合

には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等

の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 
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２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたとき 

は、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、

軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」という。） 

が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送

車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供するため

取得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規定する

車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契

約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者と

みなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行

地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する

者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第８１条の次に次の８条を加える。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第８１条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する

もので、救急用のものその他これに類するもので規則で定めるものに対しては、軽自動車税

を課さない。 

（環境性能割の課税標準） 

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額

として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額とする。 

（環境性能割の税率） 

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当

該各号に定める率とする。 

⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

るもの １００分の１ 

⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

るもの １００分の２ 

⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 
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（環境性能割の徴収の方法） 

第８１条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自

動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式による申

告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第４５４条第１

項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式

による報告書を市長に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項につ

いて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、１０万円以下

の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付

の日から１０日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第８１条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９０条第１項各号

に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境

性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規

則で定める。 

 （種別割の課税免除） 

第８１条の９ 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。 

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税の税率は、次

の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は」に改め、同条第１号中「０．０５リツトル」を「０．０５リットル」に、「０．６キ

ロワツト」を「０．６キロワット」に、「０．０９リツトル」を「０．０９リットル」に、「 

０．８キロワツト」を「０．８キロワット」に、「０．０２リツトル」を「０．０２リットル」 
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に、「０．２５キロワツト」を「０．２５キロワット」に改め、同条第２号を次のように改め

る。 

⑵ 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

(ア) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

(イ) ３輪のもの 年額 ３，９００円 

(ウ) ４輪以上のもの 

ａ 乗用のもの 

 営業用 年額 ６，９００円 

 自家用 年額 １０，８００円 

ｂ 貨物用のもの 

 営業用 年額 ３，８００円 

 自家用 年額 ５，０００円 

(エ) 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 

イ 小型特殊自動車 

(ア) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

(イ) その他のもの 年額 ５，９００円 

第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」

に改める。 

第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動車税」を「

種別割」に、「本節」を「この節」に改め、同条第２項及び第３項中「については」を「にあ 

つては」に改め、同条第４項中「第８０条第２項」を「第８１条第１項」に改め、「場合には」

の次に「、規則の定めるところにより」を加え、「次の各号に」を「次に」に改める。 

第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第８０条第２項」

を「第８１条第１項」に改める。 

第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「ものと認める軽自

動車等」を「軽自動車等のうち必要と認めるもの」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、

「ことができる」を削り、同条第２項中「軽自動車税」を「種別割」に、「次の各号に」を「

次に」に改め、同条第３項中「軽自動車税」を「種別割」に、「直ちに」を「、直ちに」に改
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める。 

第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「次の各号に」を「

次に」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第２項中「軽自動車税」を「種別割」に、

「までに」を「までに、」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第３項から第５項まで

の規定中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

第９１条第２項中「第４４３条」を「第４４５条」に、「第８０条の２」を「第８１条の２」

に、「軽自動車税」を「種別割」に、「以内に」を「以内に、」に改め、同条第５項中「間は」

を「間は、」に改め、同条第７項中「所有し」を「所有し、」に、「軽自動車税」を「種別割」

に改め、同条第８項中「き損し」を「毀損し」に、「ま滅した」を「磨滅した」に、「のき損」

を「の毀損」に、「１８０円」を「２００円」に改める。 

附則第１３条の２の次に次の６条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１３条の３ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定にかか

わらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税の特例） 

第１３条の４ 知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定

める３輪以上の軽自動車に対しては、当分の間、第８１条の２の規定にかかわらず、軽自動

車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１３条の５ 市長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、知事が自動車税の環境

性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、

軽自動車税の環境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１３条の６ 第８１条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」と

あるのは、「知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１３条の７ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要す

る費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費

として県に交付する。 
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（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１３条の８ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」とする。 

附則第１４条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１項中「初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定す 

                                「 

る」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表中 

第２号ア 

 を 

                                       」 

 「                             「 

第２号ア(イ) 

 に改め、同条第２項から第４項までの規定中 

第２号ア 

 を 

第２号ア(ウ)ａ 

 

第２号ア(ウ)ｂ 

 

        」                             」 
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 「                

第２号ア(イ) 

 に改める。 

 

  

第２号ア(ウ)ａ  

第２号ア(ウ)ｂ  

          」                

附則第１４条の２を次のように改める。 

 第１４条の２ 削除 

（木更津市法人市民税の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 木更津市法人市民税の特例に関する条例（昭和５５年木更津市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第１号中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改め、同項第２号

中「１００分の１０．９」を「１００分の７．２」に改める。 

（木更津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年木更津市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第６条中「に係る新条例第８２条及び新条例」を「の種別割に係る木更津市税条例第８

２条及び」に、「規定中」を「同条例の規定中」に改め、同条の表を次のように改める。 

第８２条第２号ア(イ) ３，９００円 ３，１００円 

第８２条第２号ア(ウ)ａ ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８２条第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１４条第１項 第８２条 木更津市税条例等の一部を改正する条例

（平成２６年木更津市条例第１３号。以

下この条において「平成２６年改正条例 

」という。）附則第６条の規定により読

み替えて適用される第８２条 
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附則第１４条第１項の表第２

号ア(イ)の項 

第２号ア(イ) 平成２６年改正条例附則第６条の規定に

より読み替えて適用される第８２条第２

号ア(イ) 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１４条第１項の表第２

号ア(ウ)ａの項 

第２号ア(ウ)ａ 平成２６年改正条例附則第６条の規定に

より読み替えて適用される第８２条第２

号ア(ウ)ａ 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１４条第１項の表第２ 第２号ア(ウ)ｂ 平成２６年改正条例附則第６条の規定に 

号ア(ウ)ｂ  より読み替えて適用される第８２条第２ 

  号ア(ウ)ｂ 

 ３，８００円 ３，０００円 

 ５，０００円 ４，０００円 

（木更津市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 木更津市税条例の一部を改正する条例（平成２７年木更津市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第６条第７項の表第１９条第３号の項中「第９８条第１項」を「第８１条の６第１項の

申告書、第９８条第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （法人市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の木更津市税条例（次条において「新条例」という。）第３ 

４条の４の規定並びに第２条の規定による改正後の木更津市法人市民税の特例に関する条例第 

２条第１項第１号及び第２号の規定は、この条例の施行の日（次条において「施行日」という。）

以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市 

民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結 

事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 
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 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によ

る。 

 （身体障害者等に対する種別割の減免手続に関する特例） 

第４条 平成３２年度における身体障害者等に対する種別割の減免に係る第９０条第４項の規定

の適用については、同項中「第１項の規定により種別割の減免を受けようとする年度の前の年

度において同項の規定による種別割」とあるのは「平成３１年度において木更津市税条例等の

一部を改正する条例（平成３１年木更津市条例第  号）による改正前の木更津市税条例第９

０条第１項の規定による軽自動車税」と、「当該軽自動車等の減免を受けようとする年度」と

あるのは「平成３２年度」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１３号）等の施行並びに消費税率の引上

げによる原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に係る弁償金の額の負担転嫁等に伴い、関係

条例の整備をしようとするものである。 
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議案第２９号 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年木更津市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 第３７条第６号及び第７号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を含 

む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」

を加える。 

   附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２９年環境省令第２

７号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３０号 

木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

木更津市公設地方卸売市場条例（昭和４７年木更津市条例第３３号）の一部を次のように改正

する。 

第３６条第４項、第３９条第３項、第４２条第１項及び第４６条第１項中「８パーセント」を

「消費税額」に改める。 

別表第５中「１４６円」を「１４９円」に、「３５６円」を「３６３円」に、「３４６円」を

「３５２円」に、「１５１円」を「１５４円」に、「４３２円」を「４４０円」に、「９，７２

０円」を「９，９００円」に、「１８，３６０円」を「１８，７００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市公設地方卸売市場条例第５５条第１項の規定による使用料

の額は、この条例の施行の日以後に納付する使用料について適用し、同日前に納付された使用

料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、料金の改定等を行うため、関係条文の整備をし

ようとするものである。 
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議案第３１号 

木更津市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市都市公園条例の一部を改正する条例 

木更津市都市公園条例（昭和４１年木更津市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２中第５項を第６項とし、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 都市公園についての政令第６条第６項に規定する場合に関する法第５条の９第１項の規定に

より読み替えて適用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令第６条第６項に

規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度として第１項の規定

により認められる建築面積を超えることができる。 

 第７条の３第２号中「及び入場料」を削る。 

 第７条の４第１項ただし書中「場合」の次に「又は指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長

の承認を得た場合」を加える。 

 第１０条中「、入場料」を削る。 

 第１１条第２項中「又は入場料」を削り、「許可又は入場」を「許可」に改める。 

 第１２条（見出しを含む。）中「、入場料」を削り、同条ただし書中「に掲げる場合は」を「

のいずれかに該当する場合は、」に改め、同条第１号中「、入場者」を削り、「使用、入場」を

「使用」に改め、同条第２号中「、入場」を削り、「占用開始前」を「占用の開始前」に、「占

用許可」を「占用の許可」に改める。 

 第１３条（見出しを含む。）中「、入場料」を削り、同条第１号中「、入場」を削る。 

 別表第１鳥居崎海浜公園の項を削る。 

 別表第２都市公園使用料の項中「１１８円」を「１２１円」に、「８４７円」を「８６３円」

に、「１７，２８０円」を「１７，６００円」に、「２１円」を「２２円」に改め、同表水泳プ

ール入場料の項を削り、同表都市公園占用料の項中「４３円」を「４４円」に改め、同表の備考

の５中「算定した」の次に「使用料又は」を加え、同５を同６とし、同４を同５とし、同３の次
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に次のように加える。 

  ４ 単位が１日と定められている場合において、１日の使用又は占用の期間が４時間以内で

あるときの使用料又は占用料の額は、それぞれこの表により算定した額の半額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第７条の３、第１０条から第１３条まで及び別表第１の改正規定並びに別表第２の改正規

定（水泳プール入場料の項を削る部分に限る。） 平成３１年９月１日 

 ⑵ 別表第２の改正規定（水泳プール入場料の項を削る部分及び備考の５中「算定した」の次

に「使用料又は」を加え、同５を同６とし、同４を同５とし、同３の次に次のように加える

部分を除く。）及び附則第３項の規定 平成３１年１０月１日 

 （経過措置） 

２ 平成３１年３月３１日以前になされた使用又は占用の許可で、当該使用又は占用の日が平成 

３１年４月１日以後になるものに係る使用料又は占用料（以下「使用料等」という。）の額は、 

この条例による改正後の木更津市都市公園条例（以下「改正条例」という。）第１０条の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正条例第１０条の規定による使用料等の額は、平成３１年１０月１日以後に納付する使用

料等について適用し、同日前に納付された使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成２９年 

政令第１５６号）の施行、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分の負担転嫁並びに鳥居崎海浜

公園の水泳プールの廃止等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３２号 

木更津市地域汚水処理場条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市地域汚水処理場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市地域汚水処理場条例の一部を改正する条例 

木更津市地域汚水処理場条例（昭和５７年木更津市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１２条第１項中「木更津市水道事業給水条例（平成９年木更津市条例第２６号）に規定する」 

を「かずさ水道広域連合企業団（以下この条において「企業団」という。）が定める」に、「と

併せて」を「の徴収方法の例により」に改め、同項の表中「１，９４４円」を「１，９８０円」

に、「１１８円８０銭」を「１２１円」に改め、同条第３項中「木更津市水道事業給水条例第３

条第５号の規定する」を「企業団が定める」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１２条第１項の表の改正規定、

次項及び附則第３項の規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市地域汚水処理場条例第１２条第１項の規定にかかわらず、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している汚水処理場の使用で、施

行日から平成３１年１０月３１日までの間に手数料の支払を受ける権利が確定するものの当該

確定した手数料（施行日以後初めて手数料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後で

ある汚水処理場の使用にあっては、当該確定した手数料のうち、施行日以後初めて支払を受け

る権利が確定する手数料を前回確定日（その直前の手数料の支払を受ける権利が確定した日を

いう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて手数料の支払を受ける権利が確定す

る日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計

算した金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とする。 
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提案理由 

 君津地域水道事業の統合広域化に伴い、並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げ分を負担

転嫁するため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３３号 

木更津市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市下水道条例の一部を改正する条例 

木更津市下水道条例（昭和５９年木更津市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項ただし書中「木更津市水道事業給水条例（平成９年木更津市条例第２６号）第

２７条に」を「かずさ水道広域連合企業団が」に、「）と併わせて」を「以下この項において同

じ。）と併せて」に改める。 

別表第１中「８６４円」を「８８０円」に、「６９円１２銭」を「７０円４０銭」に、「１３

８円２４銭」を「１４０円８０銭」に、「１６２円」を「１６５円」に、「１８９円」を「１９

２円５０銭」に、「２２１円４０銭」を「２２５円５０銭」に、「２６４円６０銭」を「２６９

円５０銭」に、「３００円２４銭」を「３０５円８０銭」に、「８，６４０円」を「８，８００

円」に、「５４円」を「５５円」に、「６４円８０銭」を「６６円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定、次項及び附

則第３項の規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市下水道条例第１５条第２項の規定にかかわらず、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している下水道の使用で、施行日から平成

３１年１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用

料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後である下水道の

使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する

使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項

において同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の

月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る
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部分に限る。）については、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 君津地域水道事業の統合広域化に伴い、並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う料

金の改定を行うため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３４号 

木更津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

木更津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６年木更津市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１金田西地区地区計画の項沿道利用地区Ｂの目の次に次のように加える。 

沿道利用地区Ｃ ⑴ 一戸建住宅（兼用住宅を含む。） 

⑵ 床面積の合計が１５平方メートルを超える畜舎 

⑶ 自動車教習所 

⑷ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 

⑸ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

⑹ 法別表第２（ぬ）項第３号に掲げるもの 

 別表第１金田西地区地区計画の項複合利用地区Ｂの目建築物の用途の制限の欄中第２号を削り、

第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同項複合利用地区Ｃの目建築

物の用途の制限の欄中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰

り上げる。 

 別表第２金田西地区地区計画の項中 

「 

沿道利用地区Ｂ １，０００平方メートル  

 を 複合利用地区Ｂ 

複合利用地区Ｃ 

                               」 
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「 

沿道利用地区Ｂ １，０００平方メートル 

 に改める。 
沿道利用地区Ｃ 

複合利用地区Ｂ 

複合利用地区Ｃ 

                              」 

 別表第３金田西地区地区計画の項を次のように改める。 

金田西地区地区計

画 

低層住宅地区 道路境界線までの距離は、地区計画の計画図において

表示する１号壁面線については１メートル、２号壁面

線については２メートル 

 

中低層住宅地区 

沿道利用地区Ａ 

沿道利用地区Ｂ 

沿道利用地区Ｃ 

 複合利用地区Ａ 

 複合利用地区Ｂ 

 複合利用地区Ｃ 

 工業地区 

附 則 

 この条例は、公布の日以後初めて告示される都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１

条第２項の規定により準用する同法第２０条第１項の規定による木更津都市計画金田西地区地区

計画に係る都市計画の変更の告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津都市計画金田西地区地区計画の変更に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３５号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成３１年２月１２日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市火災予防条例の一部を改正する条例 

木更津市火災予防条例（昭和３７年木更津市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４８条」を「第４９条」に、「第４９条・第５０条」を「第５０条・第５１条」に

改める。 

第５０条を第５１条とし、第４９条を第５０条とする。 

第６章中第４８条を第４９条とし、第４７条の次に次の１条を加える。 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４８条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判断に資するため、

当該防火対象物の消防用設備等（法第１７条第１項に規定する消防用設備等をいう。）の状況

が、法、令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨

を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則

で定める。 

附 則 

この条例は、平成３２年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判断に資するよう、防火対象物の消防

用設備等の状況が消防法（昭和２３年法律第１８６号）等に違反する場合に、その旨を公表する

制度を設けるため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３６号 

   木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例の制定について 

 木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

   木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例 

 木更津市立公民館設置及び管理運営条例（昭和３２年木更津市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第２項の表木更津市立金田公民館の項を削り、同表木更津市立富岡公民館の項中「１，

７７０番地１」を「１７７０番地１」に改め、同表木更津市立畑沢公民館の項中「１，０５３番

地１２」を「１０５３番地１２」に改める。 

 第３条の表木更津市立金田公民館の項中「木更津市立金田公民館」を「木更津市立中央公民館」

に改める。 

 第１０条第２項中「別表第１から別表第１７まで」を「別表第１から別表第１６まで」に改め、

同条第３項中「別表第７、別表第１２及び別表第１４」を「別表第６、別表第１１及び別表第１

３」に改める。 

 別表第４の備考の１中「別表第７、別表第１２及び別表第１４」を「別表第６、別表第１１及

び別表第１３」に改める。 

 別表第５を削り、別表第６を別表第５とし、別表第７を別表第６とし、別表第８を別表第７と

し、別表第９を別表第８とし、別表第１０を別表第９とし、別表第１１を別表第１０とし、別表

第１２を別表第１１とし、別表第１３を別表第１２とし、別表第１４を別表第１３とし、別表第

１５を別表第１４とし、別表第１６を別表第１５とする。 

 別表第１７種別の項中「午前８時３０分から午後９時３０分まで」を「午前９時から午後９時

３０分まで」に改め、同表木更津市立金田公民館畔戸分館の項中「木更津市立金田公民館畔戸分

館」を「木更津市立中央公民館畔戸分館」に改め、同表を別表第１６とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項の改正規定（木更津市

立金田公民館の項を削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

 木更津市立金田公民館の廃止、木更津市立金田公民館畔戸分館の名称変更等に伴い、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第３７号 

   木更津市立市民学習会館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 木更津市立市民学習会館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

   木更津市立市民学習会館等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市立市民学習会館等の設置及び管理に関する条例（昭和５１年木更津市条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条の表木更津市立高柳市民学習会館の項中「高柳３丁目」を「高柳三丁目」に改め、同表 

木更津市立金田市民学習会館の項を削り、同表木更津市立文京市民学習会館の項中「文京２丁目」

を「文京二丁目」に改め、同表木更津市立清見台コミユニテイーセンターの項及び木更津市立清 

見台コミユニテイーセンター附属体育館の項中「清見台南５丁目」を「清見台南五丁目」に改め、

同表木更津市立畑沢市民学習会館の項中「１，０５３番地１２」を「１０５３番地１２」に改め、

同表木更津市立西清川市民学習会館の項中「永井作２丁目」を「永井作二丁目」に改め、同表木 

更津市立桜井市民学習会館の項中「桜井新町４丁目」を「桜井新町四丁目」に改める。 

 第９条第１項中「別表第１から別表第１０まで」を「別表第１から別表第９まで」に改める。 

 第１０条中「別表第７及び別表第９」を「別表第６及び別表第８」に改める。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とし、別表第５を別表第４と

し、別表第６を別表第５とし、別表第７を別表第６とし、別表第８を別表第７とし、別表第９を

別表第８とし、別表第１０を別表第９とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定（木更津市立金田

市民学習会館の項を削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 木更津市立金田市民学習会館の廃止等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３８号 

   権利（債権）の放棄について 

 市は、次の債権を放棄する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 債権の種類  水道料金債権（遅延損害金を含む。） 

２ 債 権 額  ３，０６３，０６０円（遅延損害金を除く。） 

３ 債 務 者  個人及び法人（１３件） 

４ 債権の概要 

調定年度 債権放棄の理由 件  数 金     額 

平成１８年度 所在不明 ２件 ２０８，２６２円 

平成１９年度 所在不明 ５件 ５９３，９８０円 

平成２０年度 所在不明 ２件 １，６５５，７５５円 

平成２４年度 所在不明 ２件 ２，８７３円 

平成２５年度 所在不明 ２件 ６０２，１９０円 

合計 １３件 ３，０６３，０６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消滅時効の期間が経過した水道料金に係る債権の放棄について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３９号 

   業務委託変更契約の締結について 

 市は、次のとおり業務委託変更契約を締結する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                        木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 業 務 委 託 名  木更津市公共下水道金田西雨水ポンプ場の建設工事に係る業務委託 

２ 業務委託の場所  木更津市中島字稲荷前 

３ 業務委託の概要  雨水ポンプ場、雨水調整池、放流渠建設工事の施工及び施工監理 

４ 契 約 金 額  変更前 ６，５２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

           変更後  ４，８９１，３３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

５ 契約の相手方  東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

           日本下水道事業団 

           理事長 辻原 俊博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

平成２７年１２月１５日に可決された木更津市公共下水道金田西雨水ポンプ場の建設工事に係

る業務委託の変更契約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようと

するものである。 
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議案第４０号 

   業務委託変更契約の締結について 

 市は、次のとおり業務委託変更契約を締結する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                        木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 業 務 委 託 名  木更津市公共下水道木更津下水処理場（沈砂池・自家発電施設再構築）

の建設工事に係る業務委託 

２ 業務委託の場所  木更津市潮浜一丁目１９番１ 

３ 業務委託の概要  沈砂池・自家発電施設を主とした機械・電気設備再構築工事の施工及び

施工監理 

４ 契 約 金 額  変更前 １，３６８，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

           変更後 １，１９１，８６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

５ 契約の相手方  東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

           日本下水道事業団 

           理事長 辻原 俊博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

平成２９年９月２８日に可決された木更津市公共下水道木更津下水処理場（沈砂池・自家発電

施設再構築）の建設工事に係る業務委託の変更契約の締結をするにあたり、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例第９号）第２条の規定に

より、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４１号 

   木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業

協議会規約の制定に関する協議について 

 広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し、及び執行するための協議会の設置に関する木

更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規

約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

の２第１項の規定により関係普通地方公共団体と協議するに当たり、同法第２５２条の２の２第

３項の規定により議会の議決を求める。 

  平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業

協議会規約 

（協議会の設置） 

第１条 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町が、広域廃棄物処

理に関する事務を共同して管理し、及び執行するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２の２第１項の規定に基づき、協議会を設置する。 

（協議会の名称） 

第２条 協議会の名称は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町

広域廃棄物処理事業協議会（以下「協議会」という。）とする。 

（協議会を組織する市町） 

第３条 協議会は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町（以下

「関係市町」という。）をもって組織する。 

（協議会の担任する事務） 

第４条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。 

⑴ 広域廃棄物処理施設の建設に関する事務 

⑵ 前号に掲げるもののほか広域廃棄物処理に関する事務 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、千葉県木更津市潮浜三丁目１番地木更津市環境部まち美化推進課内

に置く。 
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（組織） 

第６条 協議会は、会長及び委員６人をもって組織する。 

（会長） 

第７条 会長は、関係市町の長が協議して定めた関係市町の長をもって充てる。 

２ 会長は、非常勤とする。 

（委員） 

第８条 委員は、会長以外の関係市町の長又は当該関係市町の長が指名する者をもって充てる。 

２ 委員は、非常勤とする。 

（会長の職務代理） 

第９条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその

職務を代理する。 

（職員） 

第１０条 協議会の担任する事務に従事する職員は、木更津市環境部まち美化推進課廃棄物処理

事業準備室職員によって構成する。 

２ 協議会の担任する事務に従事する職員（以下「職員」という。）の定数及び当該定数の関係

市町の配分については、関係市町の長が協議により定める。 

３ 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員のう

ちから選任するものとする。 

４ 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職員に職務上の義

務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。 

（職員の職務） 

第１１条 会長は、職員のうちから主任の者（以下「事務長」という。）を定めなければならな

い。 

２ 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。 

３ 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。 

（事務処理のための組織） 

第１２条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、協議会の事務を処理するた

めに必要な組織を設けることができる。 

（会議） 
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第１３条 会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。 

（会議の招集） 

第１４条 会議は、会長が招集する。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなけれ

ばならない。 

３ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員

に通知しなければならない。 

（会議の運営） 

第１５条 会議は、在任する委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。 

（関係市町の長の名においてする事務の管理及び執行） 

第１６条 協議会が、その担任する事務を関係市町の長の名において管理し、及び執行する場合

においては、関係市町の協議により、協議会は、当該事務に関する一の市町の条例、規則その

他の規程（以下「条例、規則等」という。）を関係市町の当該事務に関する条例、規則その他

の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。 

２ 前項の条例、規則等を制定し、又は改廃しようとする市町の長は、あらかじめ関係市町と協

議しなければならない。 

３ 第１項の条例、規則等を制定し、又は改廃した市町の長は、その旨を関係市町の長に通知す

るものとし、関係市町の長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直

ちに公表するものとする。 

（経費の支弁の方法） 

第１７条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、関係市町が負担する。 

２ 前項の規定により、関係市町が負担すべき額は、別に定める負担金割合によるものとする。

この場合において、関係市町の長は、あらかじめ協議会に対し、協議会が要する経費の見積り

に関する書類の提出を求めるものとする。 

３ 関係市町は、前項の規定による負担額を、木更津市に納付しなければならない。 

（財産の取得、管理及び処分） 

第１８条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市町が協議してそれぞれ取
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得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。 

２ 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、当該管理に関する一の市町の条例、規則

等を関係市町の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理を、その定めるところに

より行うものとする。この場合において、第１６条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（その他の財務に関する事項） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地

方公共団体の財務に関する手続の例による。 

（協議会解散の場合の措置） 

第２０条 協議会が解散した場合においては、関係市町が協議によりその事務を承継する。 

（協議会の規程） 

第２１条 協議会は、この規約に定めるもののほか、その会議を経て協議会の担任する事務の管

理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。 

２ 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町の長に当該規

程を送付し、これを公表することを求めることができる。 

   附 則 

 この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町における、木更津市、君

津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約を制定す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定によ

り、関係普通地方公共団体と協議するに当たり、同法第２５２条の２の２第３項の規定により、

議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４２号 

   木更津市とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数

料の徴収等に関する事務の委託に関する協議について 

 木更津市とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数料の

徴収等に関する事務の委託に関する規約を次のとおり制定することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、かずさ水道広域連合企業団と協議

する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

   木更津市とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数

料の徴収等に関する事務の委託に関する規約 

（趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定に

より、木更津市の下水道使用料及び地域汚水処理手数料の徴収等に関する事務をかずさ水道広

域連合企業団（以下「広域連合企業団」という。）に委託することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（委託事務の範囲) 

第２条 木更津市は、木更津市下水道条例（昭和５９年木更津市条例第１４号）に基づく下水道

使用料及び木更津市地域汚水処理場条例（昭和５７年木更津市条例第２３号）に基づく地域汚 

水処理手数料（以下「使用料等」という。）の徴収等に関する事務のうち、次に掲げる事務（ 

以下「委託事務」という。）の管理及び執行を広域連合企業団に委託する。 

⑴ 使用の開始、中止等に係る受付に関する事務 

⑵ 使用料等の調定に係る調査、算定、請求及び収納に関する事務 

⑶ 使用料等に係る過誤納金の還付に関する事務  

⑷ 使用料等の納付の勧奨に関する事務  

⑸ 使用料等に係る納入証明書の発行に関する事務  

２ 前項の規定にかかわらず、木更津市長とかずさ水道広域連合企業団広域連合企業長（以下「 

広域連合企業長」という。）との協議により、木更津市が行うこととされた事務については、

木更津市が管理し、執行するものとする。 
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（管理及び執行の方法) 

第３条 委託事務の管理及び執行については、木更津市下水道条例、木更津市下水道条例施行規

則（昭和５９年木更津市規則第１６号）、木更津市地域汚水処理場条例、木更津市地域汚水処

理場条例施行規則（昭和５７年木更津市規則第２８号）その他の規程（以下「木更津市の条例

等」という。）に定めるもののほか、広域連合企業団の規程等の定めるところによるものとす

る。  

（経費の負担) 

第４条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、木更津市の負担とする。 

２ 前項の経費の額並びに支払の時期及び方法は、木更津市長と広域連合企業長が協議して定め

るものとする。この場合において、広域連合企業長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見

積りに関する書類を木更津市長に送付しなければならない。 

（収入の帰属) 

第５条 委託事務の管理及び執行に伴い広域連合企業団が徴収する使用料等の収入は、木更津市

に帰属する。 

（連絡会議) 

第６条 広域連合企業長は、必要と認めるとき又は木更津市長から要請があったときは、委託事

務の管理及び執行について連絡調整を図るため、木更津市長との連絡会議を開くものとする。 

（条例等の改正の場合の措置) 

第７条 木更津市長及び広域連合企業長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、

規則その他の規程の全部又は一部を改正しようとする場合はあらかじめその改正の内容を相手

方に通知するものとする。 

（委託事務の管理及び執行の細目) 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、木更津市

長と広域連合企業長が協議して定めるものとする。 

附 則 

この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 木更津市とかずさ水道広域連合企業団との間における下水道使用料及び地域汚水処理手数料の

徴収等に関する事務の委託に関する規約を制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の１４第１項の規定により、かずさ水道広域連合企業団と協議をするに当

たり、同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４３号 

君津広域水道企業団の解散に関する協議について 

平成３１年３月３１日をもって君津広域水道企業団を解散することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と協議

する。 

  平成３１年２月１２日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が設置したかずさ水道広域連合企業団が、平

成３１年４月１日から君津広域水道企業団に代わり用水供給事業を開始することに伴い、君津広

域水道企業団の解散に関する協議について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条

の規定により、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第２９０条の規

定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第４４号 

君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議について 

君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分を下記のとおり定めることについて、地方自治法（ 

昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、千葉県、君津市、富津市及び袖ケ浦市と協

議する。 

平成３１年２月１２日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

記 

君津広域水道企業団に存する財産の全てをかずさ水道広域連合企業団に帰属させる。 

提案理由 

 千葉県、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市が設置したかずさ水道広域連合企業団が、平

成３１年４月１日から君津広域水道企業団に代わり用水供給事業を開始することに伴い、君津広

域水道企業団を解散することから、君津広域水道企業団の解散に伴う財産処分に関する協議につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、千葉県、君津市、富津

市及び袖ケ浦市と協議するに当たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を得ようとするも

のである。 
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